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カテゴリー:お知らせ 

 

こども食堂・未来応援基金、企業版ふるさと納税への 

寄附に対する感謝状贈呈式を開催します 
                       

 県では、こどもたちが安心して過ごせる居場所である「こども食堂」など、こども

の居場所づくりに取り組む民間団体の活動を応援しています。 

 このたび、こども食堂・未来応援基金及び企業版ふるさと納税「こども食堂応援プ

ロジェクト」への多額の寄附により、こどもの居場所づくり活動に多大な御支援をい

ただいた方に対して、知事から感謝状を贈呈します。 

 
１ 感謝状贈呈式の概要 

（１）日時 

   令和７年１２月２５日（木）  １５時００分～１５時３０分 

（２）場所 

   知事公館 大会議室 

（３）参加者 

   ア こども食堂・未来応援基金への寄附 

    ○サンコーコンサルタント株式会社 様 

○公益財団法人さいしん福祉財団 様 

○NTT 労組退職者の会 埼玉県支部協議会 様 

○医療法人社団げんき会あゆみクリニック 様 

○藤川 万規子 様 

 

   イ 企業版ふるさと納税｢こども食堂応援プロジェクト｣への寄附 

    ○東京インキ株式会社 様  

    ○明治安田生命保険相互会社 様 

  令和７年１２月２３日 

福祉部 こども支援課 
こどもの居場所担当 若林、福本 

直通 048-830-3348 
内線 3348 

E-mail: a3330-04@pref.saitama.lg.jp 
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２ 参考 

（１）「こども食堂・未来応援基金」について 

   こどもの居場所づくり推進のため、令和元年５月に埼玉県社会福祉協議会が

設置した基金です。こどもの居場所の立ち上げ及び活動継続のための団体支援

に活用しています。 

   ※こども食堂・未来応援基金について（埼玉県社会福祉協議会ＨＰ） 

    https://www.fukushi-saitama.or.jp/site/contribution_77.html 

 

（２）「企業版ふるさと納税」について 

   地方自治体の行う地方創生の取組に対して、企業が寄附という形で応援した

場合に、寄附額の最大約 9 割の税額控除（法人関係税）が得られる仕組みです。 

   このプロジェクトに寄せられた寄附は、こども食堂などのこどもの居場所づ

くりを推進するための「こどもの居場所づくりアドバイザー」の派遣事業等、

こどもの居場所の立上げや運営を支援するための財源として活用します。 

   ※埼玉県企業版ふるさと納税について 

    https://www.pref.saitama.lg.jp/a0102/kigyobanfurusatonozei.html 

 

 

３ お問合せ 

（１）感謝状贈呈式について 

  埼玉県福祉部こども支援課 

   こどもの居場所担当 若林、福本 

    電話：048-830-3348 

    e-mail：a3330-04@pref.saitama.lg.jp 

 

（２）こども食堂・未来応援基金について 

  社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会 

   こども食堂・未来応援基金担当 

    電話：048-822-1435 
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